
 
 

 

 

①いじめの定義 

いじめ防止対策推進法第 2 条にあるように、 

「いじめ」とは、「児童に対して、当該児童等が

在籍する学校に在籍している当該児童等と一定

の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は

物理的な影響を与える行為（インターネットを

通じて行われるものを含む。）であって、当該行

為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるもの」をいう。 

 

【いじめの定義の変遷】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②いじめ防止等に向けての基本理念 

すべての子どもは、かけがえのない存在であ

り、社会の宝である。子どもが健やかに成長し

ていくことは、いつの時代も社会全体の願いで

あり、豊かな未来の実現に向けて最も大切なこ

とである。 

子どもは、人と人とのかかわり合いの中で、

自己の特性や可能性を認識し、また、他者の長

所等を発見する。互いを認め合い、だれもが安

心して生活できる場であれば、子どもは温かい

人間関係の中で自己実現を目指して伸び伸びと

生活できる。しかし、ひとたび子

どもの生活の場に、他者を排除す

るような雰囲気が形成されれば、

その場は子どもの居場所として

の機能を失い、いじめを発生させる

要因ともなりかねない。子どもに

とって、いじめはその健やかな 

成長への阻害要因となるだけで

なく、将来に向けた希望を失わせ

るなど、深刻な影響を与えるものと

の認識に立つ必要がある。 

そこで、いじめを防止するため

の基本となる方向性を次の通り示

す。 

 

いじめ防止基本方針 

～すべての児童が安全・安心な学校生活を送れるように～ 

 

１ いじめ防止に向けた学校の考え方  

平成２６年３月２０日策定 

令和 8 年２月１６日改訂 

横浜市立上大岡小学校 

 

学校が児童にとって「誰もが安心して豊かに学べる場」であるために、児童、教職員一人ひとりが

「いじめは絶対許さない」という共通認識に立って、些細なサインも見逃さずに「いじめ」のない 

学校づくりに努めていく。 
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平成２６年３月２０日策定 

令和２年３月２４日改訂 

令和４年３月２５日改訂 

令和５年３月３１日改訂 

令和６年３月２２日改訂 

令和 8年２月１６日改訂 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③上大岡小学校いじめ防止基本方針策定の目的 

上大岡小学校では上記の考え方のもと、いじめ防止のための基本姿勢として、以下の４つのポイント

をあげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「学校いじめ防止対策委員会」の設置について 

●いじめ防止対策委員会は、学校長が任命した副校長、教務主任、学年主任、児童支援専任、学年主任、

児童指導・特別支援委員会を中心に、養護教諭、スクールカウンセラーなどをメンバーとして設置す

る。なお、メンバーは実態等に応じて柔軟に対応することも考える。 

●いじめ防止対策委員会は、いじめ対策に特化した役割を明確にしておく。 

 

②「学校いじめ防止対策委員会」の運営 

●いじめ事案に対して、いじめ防止対策委員会が中核となり、組織的に取り組む。 

●いじめに関する情報の収集や記録、対応に関する役割分担をする際の中核となる。 

●重大事態が起こった場合は、いじめ防止対策委員会が中核になって調査を行う。 

●いじめ防止に向けた年間計画の作成や、PDCAサイクルでの検証を行う。  

 

①いじめを未然防止するため、児童一人ひとりの自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進

する。 

②いじめの早期発見のための「いじめを許さない・見過ごさない雰囲気づくり」に努める。 

③いじめの早期解決のために、組織的な対応を行い、さまざまな手段を講じる。 

④当該児童の安全を保障するとともに、学校内に限らず各種団体や専門家と協力して対応していける

よう、相談体制・指導体制の充実を図る。 

２ 「学校いじめ防止対策委員会」の組織の設置及び組織的な取組 

 本校においては、いじめ問題への組織的な取組を推進するため、学校長が任命したいじめ問題に特

化した機動的な「いじめ防止対策委員会」を設置し、その組織を中心として、教職員全員で共通理解

を図り、学校全体で総合的ないじめ防止対策を行う。また、組織が有効に機能しているかについて、

定期的に点検・評価を行い、児童の状況や地域の実態に応じた取組をする。 

●いじめはどの集団にも、どの学校にも、どの子どもにも起こる可能性がある最も身近で深刻な人権 

侵害案件である。 

●いじめを防止するには、特定の子どもや特定の立場の人だけの問題とせず、広く社会全体で真剣に 

取り組む必要がある。 

●子どもの健全育成を図り、いじめのない子ども社会を実現するためには、学校、保護者、地域など、 

市民がそれぞれの役割を自覚し、主体的かつ相互に協力し、活動する必要がある。 

●子どもは、自らが安心して豊かに生活できる社会や集団を築く推進者であることを自覚し、いじめ

を許さない子ども社会の実現に努める。 
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③「学校いじめ防止対策委員会」の活動内容 

「学校いじめ防止対策委員会」は、学校が組織的かつ実効的にいじめ問題に取り組む中核の役割を担う

もので、教職員共通理解のもと、具体的に次のような活動を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止対策委員会 

〈月２回の構成員〉いじめの認知や経過を報告する会 

管理職（校長・副校長） 児童支援専任 全職員 

〈臨時開催の構成員〉 

 事案により早期対応のため臨時で開催する会 

 管理職（校長・副校長）・児童支援専任・養護教諭 

・当該学年（SC・SSW） 

いじめ防止対策委員会組織 

＜必要に応じて＞ 

・スクールカウンセラー  

・SSW（スクールソーシャルワーカー） 

・外部の専門家 

・関係機関・関係団体 

児童支援専任が窓口となって、連携

する。 

事案確認のため、調査班を編成する場合もある。 

●未然防止  

  ・いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う。 

  ・「学校いじめ防止対策委員会」の存在及び活動を児童及び保護者に周知する。 

●早期発見・事案対処 

  ・いじめの相談・通報の窓口を設置する。 

 ・いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動等に係る日頃の情報の収集と共有、記録を行う。 

事実関係の把握といじめであるか否かの判断をする。 

  ・いじめを受けた児童に対する支援、いじめを行った児童に対する指導体制、対応方針の決定と

保護者の連携等の対応をする。 

●取組の検証 

  ・「学校いじめ防止基本対策方針」に基づく年間計画の作成・実行・検証・修正を行う。 

  ・年間計画に基づき、校内の教職員研修を実施する。 

  ・毎年の点検と見直し、過去の事案を継承し、再発防止に努める。 
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担任・学年主任等 

招集・指揮 

適宜連絡 

報告 

支援 

支援 

連絡

相談 

校長のリーダーシップによる迅速な初期対応 

日常の観察・アンケート・教育相談・周りの児童生徒の訴え・横浜スタディナビの活用 

情報を得た教職員 

児童支援専任 副校長 校長 

報告・共通理解 

いじめ防止対策委員会 

メンバー 

管理職（校長・副校長）・児童支援専任 

・養護教諭・当該学年（SC・SSW） 

調査報告・分担決定 

報告・事実関係の把握 

方針の決定 指導体制の編成 

保護者への報告・再発防止、いじめ 

解決に向けた支援の方針の共有 

保護者 

南
部
学
校
教
育
事
務
所 

学校課題解決支援専門家 

スクールスーパーバイザー 

SSW 

教育相談窓口 等 

再発防止・未然防止活動 

解消継続指導 

いじめ解消に向けた指導 

職
員
会
議 

報告 

共通

理解 

学校だけで解決が困難な事例 

警察 少年相談保護センター 

児童相談所 

港南区子ども家庭支援課 

※暴力・恐喝等の犯罪行為が 

あった場合は積極的に相談 

する。 

※即日対応が望

ましい 

発
見 

情
報
収
集 

事
実
確
認 

方
針
決
定 

経
過
観
察 

対
応 

指
導
体
制 

経過観察 

記録を 

必ずとる 

記録を 

必ずとる 

いじめ解消の 

記録は必ずとる 
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①未然防止（いじめが起こらない学級・学校づくり） 

いじめ問題において、「いじめが起こらない学

級・学校づくり」等、未然防止に取り組むことが 

最も重要である。そのためには、「いじめは、ど

の学級にもどの学校にも起こり得る」という認

識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係

を築き、豊かな心を育てる、「いじめを生まない

土壌づくり」に取り組む必要がある。児童・保護

者の意識や背景、地域、学校の特性等を把握し

たうえで、年間を見通した予防的、開発的な取

り組みを計画・実施する必要がある。 

【取組内容】 

・学校教育目標を具現化する  

・授業づくり 

・集団、人間関係づくり 

・人権教育や道徳教育の推進 

・「子どもの社会的スキル横浜プログラム」の 

活用 

 ・いじめについて考える授業 

 

②早期発見 

  いじめは、早期に発見することが、早期の解

決につながる。早期発見のために、日頃から教

職員と児童との信頼関係の構築に努めることが

大切である。いじめは、教職員や大人が気付き

にくいところで行われ、潜在化しやすいことを

認識し、教職員が児童の小さな変化を敏感に察

知し、いじめを見逃さない認知能力を向上させ

ることが求められる。 

  また、児童に関わる全ての教職員の間で情報

を共有し、保護者とも連携して情報を収集する。 

【取組内容】 

 ・Stady☆Naviによる健康観察 

・学年、ブロック指導による連携・協働 

・見守り体制の強化 

・迅速な情報共有 

・アンケートの実施 

・情報モラル教育の推進 

・保護者、地域、関係機関との連携 

③いじめに対する措置、早期対応 

いじめの兆候を発見した時は、問題を軽視す

ることなく、早期に適切な対応をすることが大

切である。いじめられている児童の苦痛を取り

除くことを優先に迅速な指導を行い、解決に向

けて一人で抱え込まず、学年及び学校全体で組

織的に対応することが重要である。また、いじ

めの再発を防止するため、日常的に取り組む実

践計画を立て、継続的に見守る。 

【取組内容】 

・いじめ防止対策委員会での情報共有・方

針決定・記録の徹底・当該児童保護者へ

の支援 

・関係児童保護者への指導と支援・保護者

との連携・関係機関との連携 

 

④いじめの解消 

いじめが解消に至るまで、いじめを受けた児

童を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保

することが必要である。支援内容、情報共有、教

職員の役割分担等、計画したプランを確実に実

行する。   

「解消している」状態に至った場合でも、再

発の可能性が十分にあり得ることを踏まえ、当

該児童及び関係児童、周りの児童について注意

深く観察することを継続していく。 

  

 

 

 

 

 

 

 

３ いじめ防止及び早期発見のための取組 
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⑤教職員等への研修 

いじめの問題に全職員、学校全体で取り組む

ために、教職員自らが自身の資質や専門性を高

めるとともに、組織として対応するための一致

した方針や実態の認識に立つ必要がある。人権

教育・児童生徒課から発出される研修内容や、

記者発表された事案の随時共有、過去の事案の

共有、教職員の意識を高める実践的な研修を計

画的に行う。 

⑥学校運営協議会等の活用 

保護者や地域住民が学校運営に参画する「学

校運営協議会」等や青少年の健全育成を目指す

「中学校区学校・家庭・地域連携協働事業」等を

活用し、いじめの問題など、学校が抱える課題

を共有し、地域ぐるみで解決する仕組みをつく

る。 

 

取組の年間計画 

 月 取 組 内 容 情報共有の機会 

年間 「いじめ防止対策委員会」（月２回・必要に応じて臨時） 横浜スタディナビ 

毎日の健康観察 

４月 年間計画と重点指導内容の確認と引継ぎ 

児童理解研修 いじめ重大事態事例研修 

懇談会 個人面談 

学校運営協議会① 

５月 全校オリエンテーリング  「いじめ早期発見のための 

生活アンケート」実施 （記名式アンケート・教育相談） 

いのちの安全教育 

学校説明会 

懇談会 

６月 YPアセスメント実施・「心の声」アンケート実施 

SNS・スマホ取扱授業 

学家地連総会 

７月 教育相談（YPアセスメントの結果を参考にしながら） 学校運営協議会② 

８月 横浜子ども会議 教職員校内研修 学校運営協議会③ 

９月 中学校ブロック定例会 個人面談 

10月 「心の声」アンケート実施・運動会 個人面談 学校運営協議会④ 

11月 YPアセスメント実施 学校運営協議会⑤にていじめ 

について地域の方の意見交換 

12月 人権週間・いじめ防止月間の取組 

（ほめほめ言葉のプレゼント） 

いじめ解決一斉キャンペーン（アンケート・面談実施） 

いじめについて考える授業 

いじめ防止について 

懇談会で保護者の意見交換 

アンケートで保護者の意見集 

約 

１月 運営委員会による朝のあいさつ運動  

２月 上小音楽会 学校運営協議会⑥学校説明会 

３月 年間の振り返りと見直し 新年度への引継ぎ 個人面談 
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①重大事態の定義 

 

 

 

 

 

 

 

●児童が自殺を意図した場合 ●身体に重大な傷害を負った場合 ●金品に重大な被害を被った 

場合 ●精神性の疾患を発症した場合 ●児童や保護者から、いじめられて重大事態に至ったと

いう申し立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告・調査する。 

② 発生の報告 

学校は、重大事態と思われる事案が発生した場合は、速やかに教育委員会、警察等の関係機関へ報告

する。管理職が中心となり、学校全体で組織的に対応し、迅速に事案の解決にあたる。事実関係を可能

な限り網羅的に明確にし、学校と教育委員会が事実に向き合うことで、当該事態の対処や同種の事態の

発生防止を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止対策推進法第 28条第 1項においては、いじめ重大事態の定義は「いじめにより

当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めると

き」（同項第 1号）、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席するこ

とを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」（同項第 2号）とされている。 

【発生の報告】  

学校は重大事態が発生した場合（疑いを含む）は、直ちに教育委員会に報告する。 

４ 重大事態への対処 

５ いじめ防止対策の点検・見直し 

いじめをうけた児童及び保護者への適切な情報提供及び調査結果の報告を行う。また、事案によっ

ては、学年及び学校のすべての保護者に説明する必要の是非を判断し、必要があれば、当事者の同意

を得た上で、説明文書の配布や緊急保護者会の開催を実施する。いじめに対する組織体制や対応の流

れについて、少なくとも年１回点検を行い、必要に応じて組織や取組等の見直しを行う（PDCAサイ

クル）。必要がある場合は、横浜市いじめ防止基本方針を含めて見直しを検討し、措置を講ずる。  

いじめの防止等のための基本的な方針（平成 25年 10月文部科学省） 

 児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点

で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態

が発生したものとして報告・調査等に当たる。児童生徒又は保護者からの申立ては、学校が把握しな

いまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。 

 

（職員） 

・教職員が、保護者や地域の力を合わせ、みんなで、子ども一人ひとり、誰一人取り残さず、楽しい学

校生活を、笑顔と真顔の時間をつくること。 

・人権意識を高くもち、子どもの手本となるような言動をする。 

・学級の温かい雰囲気づくりに努める。 

・様子の観察、情報共有、未然防止。 

・日々のあいさつや声かけを大切にして、子どもにとって相談しやすい人となれるようにする。 

・関係児童に、言動がいじめにつながることであると真摯に説明したり、心へ寄り添った対応を試み

たりする。 
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（児童） 
・悪いうわさやまた聞きになり、周りの人の誤解を生み、それがいじめにつながることがあるので、

話すことや SNSに載せる内容は、相手の許可なく持ち出さない。 

・相手がいなくても、悪口を言ったり、SNSに載せたりしない。 

・暴言・暴力をしないで、ふわふわ言葉で話し、相手に誤解されずきちんと伝わる言葉を使う。 

・困ったことがあったら、信頼できる大人（保護者・教職員など）に相談する。 

・うわさなど本当だと決めつけずに、事実かどうか確かめる。 

・「〇〇さんが、□□さんのこと～と言ってたよ。」と□□さんに言わない。（持ち出さない） 

・相手に「嫌だ」と言われたら、相手に謝り、次からしないように気を付けて行動や言動を改める。 

・自分のことでなくても、これはいじめかもと思ったら、大人に相談する。 

・相手や周囲の人の気持ちが自分と違って当たり前。自分ではなく相手が嫌な気持ちにならないよう

な言動をする。 

・無視や仲間外れをしない。 

（保護者） 

・各家庭で、自分のこどもが加害者にならないよう、気持ちを汲み丁寧に育てることがまず前提だと

思う。被害児童だけでなく、加害児童のケアも必要だと考える。 

・全ての子どもに不要な傷を大人がつけないこと、また、早めに変化に気付いてあげることだと思う。 

・子どもの問題にあまり口を出しすぎるのも良くないのでバランスが難しいですが、特にいじめの問

題については、学校だけにお任せするのではなく、やはり家庭での教育も必要だと実感した。 

・我が子がいじめなんかするはずないと思い込まない。 

・普段から子どもと話をして、子どもの様子を知るようにする。加害者にならないためには、ストレ

スを溜めないように家庭でも仲良く過ごす。 

・スマホを持たせるなら、ルールを子どもが守れるように保護者が SNS などのチェックをするなど管

理する。 

・いじめはかっこ悪いこと、他人に優しくできることこそが強さという価値観を子どもにもたせるこ

と。 

・持ち物が壊れている、汚れている、なくなっている、怪我や表情、声のトーンなど子どもの小さな変

化に気が付けけるよう日頃から心がける。 

・親だけでなく、学校の先生、友達など話を聞いてくれて助けてくれる人がいることを日頃の経験を

通して気付いていくこと。 

・安心できる居場所を作ってあげること。 

・多様性時代、いろいろな個性や考え方があることを十分に理解させ、マイノリティーを排除しない

考えを身に付ける。 

・他の人を攻撃したり差別したり、立場の下の人を軽んじたり中傷したりすることをしない大人でい

ること。 

（地域） 

・皆で上小の子ども達のために力を合わせて子ども達を支えていけたら良いなと思います。連携・協

力していけると豊かに、大きな力になっていくと思う。 

・地域の多くの人たちが子供を一緒に育てていく社会づくりが必要だと感じました。現役世代の保護

者にとどまらず、卒業された保護者も積極的に参加することが大事だと思う。 

-８- 


